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平成２６年 多賀城市教育委員会第５回定例会会議録

１ 会議の年月日 平成２６年５月２３日（金） 

２ 招集場所   市役所３階 第二委員会室 

３ 出席委員   委員長 浅野 憲隆   委 員 菊池 すみ子 

         委 員 今野 喜弘   委 員 樋渡 奈奈子 

         教育長 菊地 昭吾 

４ 説明のため出席した事務局職員 

副教育長兼教育総務課長 大森 晃  

学校教育課長   髙砂 弘之 

生涯学習課長   武者 義典 

文化財課課長   郷右近 正晃 

参事兼教育総務課長補佐  佐藤 良彦 

５ 記録係    教育総務課副主幹 伊東 芳恵 

６ 開会の時刻  午後１時 

７ 議事日程 

   日程第１  会議録の承認について 

   日程第２  会議録署名委員の指名について 

   日程第３  諸般の報告  

事務事業の報告 

日程第４  議事 

議案第１２号 多賀城市立図書館協議会委員の人事について 

議案第１３号 多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 

議案第１４号 財産の取得に対する意見について 

議案第１５号 多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例に対 

する意見について 

議案第１６号 指定管理者の指定に対する意見について 

日程第５  その他 
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委員長  ただいまの出席委員は５名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２６年第５回定例会を開会します。 

日程第１ 会議録の承認について

委員長  先ず、前回定例会及び第４回臨時会の会議録について、承認を求めま

す。 

 会議録については、事前にお配りをいたしておりますので、本日は朗

読を省略します。前回定例会及び第４回臨時会の会議録について承認を

求めますが、御異議ありませんか。 

     （異議なしの声あり） 

委員長  異議がないものと認め、前回定例会及び第４回臨時会会議録について

は、承認されました。 

日程第２ 会議録署名委員の指名について

委員長  続きまして、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、

多賀城市教育委員会会議規則第２２条第３項の規定により、委員長にお

いて菊池すみ子委員、樋渡委員を指名します。よろしくお願いいたしま

す。 

日程第３ 諸般の報告について

        事務事業等の報告

委員長  これより、本会議に入ります。事務事業等の報告について、教育長の

説明を求めます。 

教育長  はい。諸般の報告をいたします。平成２６年第４回教育委員会定例

会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況は、次のとおり

です。 

教育総務課関係。５月１５日、第４回教育委員会臨時会を行い 

ました。内容は、報告事項として「多賀城市立図書館指定管理者

選定委員会の結果について」、議案は「指定管理者の候補について」

及び「教育財産の取得について」でした。なお、本案件につきま

しては、６月に開催される第２回市議会定例会に提案される予定

です。 
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学校教育課関係。５月１日現在の児童・生徒数並びに学級数は 

小学校が男子１，７７８名、女子１，７３３名の計３，５１１名

で、１２９学級、中学校は男子８９５名、女子９０８名の計      

１，８０３名で、６４学級となっております。

         小・中学校の合計では、男子２，６７３名、女子２，６４１名

の計５，３１４名で１９３学級となり、昨年と比較しますと、小

学校で５６名の減、中学校では２６名の減になっております。学

級数では小・中学校ともに増減はありませんでした。 

         小・中学校の運動会及び体育祭の開催状況ですが、４月２６日

に多賀城中学校と高崎中学校、５月１７日に天真小学校において

開催されました。今後については、５月２４日には多賀城東小学

校、山王小学校、城南小学校、多賀城八幡小学校、９月６日に第

二中学校及び東豊中学校、１０月１１日に多賀城小学校で開催が

予定されています。 

         中学校の修学旅行につきましては、５月８日から第二中学校と

東豊中学校が、５月１２日から多賀城中学校が、５月１４日から

高崎中学校がそれぞれ２泊３日の行程で東京・千葉・神奈川等方

面へ出かけ無事終了しております。 

生涯学習課関係。４月２６日、多賀城政庁跡付近を会場に中央

公民館事業「星空観察会」を開催し、親子約５０名が参加しまし

た。 

      ４月２８日と５月７日に、市立図書館の指定管理者選定委員会

を開催しました。移転計画概要のほか、業務要求水準・審査基準

の説明を行い、候補者からの企画提案書の説明を受けて審議し、

指定管理者候補者を決定しました。 

      ５月８日・９日・１３日に、社会教育振興員会議を開催し、委

嘱状の交付と事業企画についての情報交換を行いました。 

      ５月２１日、東北学院大学との連携事業「地域市民のための大

学公開講座」が開講されました。 

５月２１日、山王地区公民館講座「はじめての陶芸教室」を開催

し、１１名が参加しました。７回の講座の中で、それぞれ皿やマグ

カップなどを製作し、最終日の７月１６日は作品の鑑賞会を行う予

定です。 

文化財課関係。５月２０日、大河原町仙南芸術文化センターに

おいて平成２６年度宮城県史跡整備市町村協議会役員会・総会が
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開催され、市長・文化財課長・担当者が出席いたしました。平成

２５年度事業内容と決算報告並びに平成２６年度事業計画案と予

算案等が承認され、その後に行われた研修会において笠原宮城県

教育庁文化財保護課長より講話をいただきました。 

平成２６年５月２３日提出、多賀城市教育委員会教育長菊地昭吾。 

委員長   ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認します。 

議案第１２号  多賀城市立図書館協議会委員の人事について

委員長  次に、議事に入ります。議案第１２号多賀城市立図書館協議会委員の

人事について教育長の説明を求めます。 

教育長  議案第１２号多賀城市立図書館協議会委員の人事について、このこと

について、関係課長から説明させます。 

委員長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 議案第１２号多賀城市立図書館協議会委員の人事についてですが、

図書館条例において任期が２年と定められており、現委員につきまして

は本年５月３１日をもって任期が満了することから、新たに委員を委嘱

するものであります。したがって委嘱期間は、平成２６年６月１日から

２８年５月３１日までの２年間となる予定です。 

委員の構成につきましては、引き続き委嘱する方が４名、新たに委嘱

する方が６名の計１０名となります。 

３ページの表のご説明を申し上げます。１番上の荘司委員につきまし

ては、多賀城小学校の校長として校長会からの推薦でございます。２番

目の小畑委員につきましては、引き続き留任されることになっておりま

す。次の菅原委員と金田委員につきましては、それぞれの学校から推薦

がございました。次の原委員と五代儀委員につきましては、留任でござ

います。次の江釣子委員につきましては、婦人会からの推薦でございま

す。宮城委員につきましては、留任でございます。阿部委員につきまし

ては、図書館ボランティア団体連絡会からの推薦でございます。斎藤委

員につきましては、子ども会育成連合会からの推薦ということで、以上

１０名でございます。 

委員長  ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 
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委員長  質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１２号について、

御異議ありませんか。 

      （異議なしの声あり） 

委員長  異議がないものと認め、議案第１２号について原案のとおり決定しま

す。 

議案第１３号  多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 

委員長   次に、議案第１３号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について教

育長の説明を求めます。 

教育長   議案第１３号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について、このこ

とについて、関係課長から説明させます。 

委員長   文化財課長。 

文化財課長  議案第１３号多賀城市文化財保護委員会委員の人事についてご説明

いたします。当該保護委員会につきましては、多賀城市文化財保護条例

第６条の規定により、市指定文化財の指定及び文化財の保存活用など重

要事項を調査審議するため設置されております。委員定数は１０名以内、

任期が２年と定められております。 

      その委員会委員である笠原信男氏は、宮城県多賀城跡調査研究所長と

しての充て職として、平成２５年８月１日に当該保護委員を任命いたし

ましたが、宮城県の人事異動に伴いまして当該所長職を解かれたことに

よりまして、当該保護委員を退任するものであります。 

      また、その後任として山田晃弘氏が当該所長職に就任したことから、

新たに委員の任命を行うものでございます。 

      なお、任期につきましては、多賀城市文化財保護条例第６条第３項の

ただし書きにより、補欠委員の任期は、前任者の残任期間となる規定か

ら、平成２７年７月３１日までとなります。 

      また、次のページに議案第１３号関係資料として、現在の当該保護委

員の名簿を登載しておりましたので、ご覧いただきたいと存じます。 

 以上で説明を終わります。 

委員長   ただいまの説明について、質疑ありませんか。菊池委員。 

菊池委員  議案第１３号の資料に笠原信男さんの名前が載っていますが、ここ

に山田晃弘さんの名前を載せてはいけないのでしょうか。 

文化財課長 議案第１３号の資料につきましては、まだご承認いただいておりま

せんので、現在の委員を載せております。ご承認いただければ新しい
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名簿になります。 

菊池委員  わかりました。 

委員長   他に質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長   質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１３号について、

御異議ありませんか。 

      （異議なしの声あり） 

委員長   異議がないものと認め、議案第１３号について原案のとおり決定し

ます。

議案第１４号  財産の取得に対する意見について 

委員長   次に、議案第１４号財産の取得に対する意見について、教育長の説

明を求めます 

教育長   議案第１４号財産の取得に対する意見について、このことについて、

関係課長から説明させます。 

委員長   生涯学習課長。 

生涯学習課長 議案第１４号財産の取得に対する意見について、市長から意見を

求められておりますので、ご説明します。 

       取得する財産の種別等、多賀城市立図書館用建物でございます。   

構造、鉄骨造３階建。延床面積３，１７１．９５平方メートル。建設

予定地、多賀城市中央二丁目地内。取得価格、９１２，３７０，０００

円。取得の相手方、宮城県多賀城市東田中二丁目４０番３２－    

１００２。多賀城駅北開発株式会社ということでございますが、詳細

につきましては先日の臨時会でその説明をしておりますので、省略さ

せていただきます。 

委員長    ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長   質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１４号について、

御異議ありませんか。 

      （異議なしの声あり） 

委員長    異議がないものと認め、議案第１４号について原案のとおり決定し

ます。 
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議案第１５号  多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例に対する意見 

について

委員長   次に、議案第１５号多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例に

対する意見について、教育長の説明を求めます 

教育長   議案第１５号多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例に対する

意見について、このことについて、関係課長から説明させます。 

委員長    生涯学習課長。 

生涯学習課長 議案第１５号多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例に対す

る意見について、これも市長から意見を求められており、多賀城市立

図書館条例の一部を改正する条例を制定するということでございま

す。内容につきましては、１０ページから１２ページまでがその内容

の原文でございますが、説明につきましては１３ページから１５ペー

ジまでの新旧対照表に基づき説明させていただきます。 

左側が新たに改正する条文、右側がこれまでの条文となっておりま

す。左側をご覧いただきたいと思います。始めに第２条でございます。

図書館の設置位置を多賀城市伝上山一丁目から多賀城市中央二丁目に

改めるものでございます。 

次に１３ページから１４ページにわたり、第３条から第６条までで

ございますが、これまで教育委員会の規則で定めていた、事業、開館

時間、休館日、入館の制限に関する項目を、条例で定めるものでござ

います。その中で第４条の開館時間につきましては、これまでの午前

９時から午後５時までを、午前９時から午後９時３０分までとし、第

５条の休館日につきましては、毎月末日。１２月２８日から翌年１月

３日までとし、現在の図書館と比べ開館時間、日数も拡大している内

容となっております。 

次に１４ページの第７条でございます。施設の適切な維持管理の観

点から、これまでもそういう考えで載せておりましたが、損害賠償義

務を新たに規定しております。 

第８条でございます。これにつきましては今回の改正に伴う条ずれ

の改正をした他、指定管理者が運営することになった場合、教育委員

会として謳っている箇所を指定管理者と読替したものでございます。 

第９条から第１１条関係につきましては、今回の改正に伴う条の整

理をいたしております。 

１２ページにお戻りください。今回の改正条例の施行につきまして
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は、教育委員会規則で定める日から施行するといたしております。 

改正の内容につきましては、以上のとおりです。 

委員長   これにつきましては、これまでも何回か色々な場面で議論されてき

て、その場その場で承認されてきたことですけれども、それをこのよ

うな形で、新しい図書館条例という形で成文化したということでござ

いますが、ただいまの説明について、質疑ありませんか。菊池委員。 

菊池委員  先日の会議では、休館日なしの３６５日開館ということで説明を受

けた気がしたのですが、これはどういうことでしょうか。 

委員長   生涯学習課長 

生涯学習課長 新しく条例改正を行った形でいきますと、開館日は３４７日とな

ります。先日の会議でご説明申し上げたのは、指定管理候補者からの

提案として「３６５日の開館をしたい。」ということに関しまして、

多賀城市としては毎月の保守点検とか蔵書点検、そういうことを踏ま

えて３６５日開館しても支障がないと判断して３６５日開館の方向で

いきたいということでございますが、条例の中では基本的には３４７

日開館という方向性をまず教育委員会が示しておりましたので、指定

管理者の提案があった部分に関しては、指定管理者からの申出により

開館日数については協議するということになっておりまして、条例の

中で、指定管理者から協議があった場合については、開館日数を変更

することができるというような条文はございますので、それにのっと

ってやりたい。将来的には指定管理者が変わった場合でも、教育委員

会の考え方としてここに残しておく。あとは指定管理者からの提案に

よって協議したうえで変わっていく部分については、また別の考え方

ですというような整理の仕方です。 

菊池委員  はい、わかりました。ありがとうございました。 

委員長   他に質疑ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長   質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１５号について、

御異議ありませんか。 

      （異議なしの声あり） 

委員長   異議がないものと認め、議案第１５号について原案のとおり決定し

ます。 
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議案第１６号  指定管理者の指定に対する意見について 

委員長   次に、議案第１６号指定管理者の指定に対する意見について、教育

長の説明を求めます 

教育長   議案第１６号指定管理者の指定に対する意見について、このことに

ついて、関係課長から説明させます。 

委員長   生涯学習課長。 

生涯学習課長 議案第１６号指定管理者の指定に対する意見について。これも同

じく市長から意見を求められいる議案です。指定管理者の指定に関す

る議案です。 

      １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称が多賀城市立図書

館。２、指定管理者となる団体、大阪府大阪市北区梅田二丁目５番

２５号。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社。３、指定の

期間。多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例の施行の日から平

成３２年３月３１日までということでございます。 

      先日の臨時会でご説明しました資料の中で、指定管理者となる団体

が、東京都渋谷区という表記になっておりましたが、実はこのカルチ

ュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、大阪本社、東京本社の２

つの本社を持っておりまして、我々が交渉した東京本社の方を本社と

いうことで進めていたわけでしたけれども、登記上大阪の方が本社と

いう登記になっておりましたので、このところは以前の説明から変更

させていただいている部分でございます。 

      なお、先日の臨時会におきましては、指定管理者候補者についての

議決の中でこの詳細についてはご説明しておりますので、この詳細に

つきましては省略させていただきたいと思います。 

委員長   今までの流れについてはご理解をいただいていることだと思います

けれど、ただいまの説明について、改めて質疑ありませんか。樋渡委

員。 

樋渡委員  １７ページの指定管理者となる団体ですが、東京都と大阪府にある

本社、登記簿上ということで内容的なものとか、契約の中身が変わる

ことはないと理解してよろしいのでしょうか。要するに同じものとし

ても登記簿にある方が、正式な団体だからということで、こういう指

定の契約になるのかと思うのですが、その時に東京本社で契約して今

まで話を進めていたものを、大阪府にある団体になったところでその

性格とか特質みたいなところで内容に変更という可能性はないのでし



- 10 - 

ょうか。 

委員長   生涯学習課長 

生涯学習課長 今、議論していただいておりますこのことにつきましては、指定

管理者の選定をして、その候補者として議会にあげて議決をいただい

て、正式な指定管理者しとて認めていただくというような流れになっ

ております。正式な指定管理者になったあかつきには、基本協定書に

基づき、これからの契約になります。ですから、相手方は同じ団体、

同じ組織ですので、それは説明の中で東京ということは載せておりま

したが、契約の相手は、大阪府に本社機能を持つカルチュア・コンビ

ニエンス・クラブ株式会社ということで、正式に契約をいたしますの

で、今までの説明の中では何ら、東京だったからとか大阪だったから

というのは、問題はございません。東京の本社機能と協議を重ねた結

果です。 

樋渡委員  はい、わかりました。 

委員長   他に質疑ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長   質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１６号について、

御異議ありませんか。 

      （異議なしの声あり） 

委員長   異議がないものと認め、議案第１６号について原案のとおり決定し

ます。 

日程第４ その他

委員長  次にその他に入ります。各委員から特に議題にしたい事項などありま

したらお願いします。 

（なしの声あり） 

委員長  ないようですので、以上で、本日の議案等の審議をすべて終了いたし

ます。これをもって、多賀城市教育委員会第５回定例会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

     午後１時２５分閉会 

      この会議録の作成者は次のとおりである。 

              教育総務課 副主幹 伊東 芳恵 
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この会議録の正確なことを認め、ここに署名する。 

平成２６年６月２３日  

多賀城市教育委員会 

 委員長                印 

 委 員                               印 

 委 員                                印 


